
健康推進課主査（救急医療担当）　 (24) ３１３１　内線６０５

くらし ４月から救急外来診療(内科系・
外科系)は深夜０時で終了します
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介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
よ
り
、
４

月
か
ら
事
業
所
に
支
払
わ
れ
る
介
護
報

酬
な
ど
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ

に
と
も
な
い
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
た
と
き
の
自
己
負
担
額
も
一
部
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
。
引
き
上
げ
額
は
、
利

用
し
て
い
る
介
護
保
険
施
設
や
事
業

所
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
内
容
な
ど
に
よ

り
異
な
り
ま
す
。

〔
自
己
負
担
額
の
例
〕

○
訪
問
介
護
（
身
体
介
護
30
分
未
満
）

　

１
回
あ
た
り
２
５
４
円
（
23
円
の
増
）

○
短
期
入
所
生
活
介
護
（
多
床
室
、
要

　

介
護
１
の
場
合
、
滞
在
費
・
食
費

　

な
ど
は
別
）　

１
日
あ
た
り
７
０
３

　

円
（
14
円
の
増
）、
事
業
者
加
算
が

　

あ
る
場
合
４
円
～
２
０
０
円
の
増

○
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
特
別

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
多
床
室
、
要

　

介
護
３
の
場
合
、
食
費
・
居
住
費
・

　

日
用
品
費
な
ど
は
別
）　

１
月
あ
た

　

り
２
３
，
７
６
０
円
（
３
６
０
円

　

の
増
）
、
事
業
者
加
算
が
あ
る
場
合

　

１
２
０
円
～
３
，
６
０
０
円
の
増 本庁舎

１階⑨番

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負
担
額

の
一
部
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

介
護
サ
ー

の
一
部
が

くらし

高
齢
者
支
援
課

介
護
保
険
係

(24)
０
２
９
７

本庁舎
１階④番

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

の
郵
送
方
法
が
変
わ
り
ま
す

後
期
高
齢

の
郵
送
方

くらし

高
齢
医
療
課

高
齢
医
療
係

(24)
０
２
８
９

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
は

郵
送
で
お
届
け
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
は
受
取
時
の
受
領
印
の
押
印
や
署
名

が
必
要
で
し
た
が
、
３
月
か
ら
は
特
定

記
録
郵
便
で
押
印
な
ど
を
せ
ず
に
直
接

郵
便
受
け
に
お
届
け
し
ま
す
。

保健福祉

■時間帯別救急利用状況（平成 20 年）

　

４
月
か
ら
、
救
急
当
番
医
に
よ
る

休
日
・
夜
間
の
救
急
外
来
診
療(

内

科
系
・
外
科
系)

は
、
深
夜
０
時
で

終
了
し
ま
す
。

　

ま
た
、
４
月
か
ら
「
ち
と
せ
健
康
・

医
療
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
24
」
を
開
設
し
ま

す
。
こ
の
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
で
は
、
医
師

や
看
護
師
が
無
料
で
電
話
相
談
に
応
じ

ま
す
。
救
急
外
来
診
療
終
了
後
な
ど
に

急
病
に
な
っ
た
り
体
に
不
安
を
感
じ
た

り
し
た
と
き
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。「
ち

と
せ
健
康
・
医
療
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
24
」

は
、
市
民
カ
レ
ン
ダ
ー
４
月
号
号
外
で

詳
し
く
ご
案
内
し
ま
す
。

 

な
お
、
緊
急
な
と
き
は
１
１
９
番
へ

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

【
救
急
医
療
の
現
状
】

　

今
、
救
急
医
療
の
現
場
は
、
医
師
の

高
齢
化
、
大
学
か
ら
の
派
遣
医
不
足
、
不

要
な
救
急
当
番
医
利
用
に
よ
る
医
師
の
疲

労
の
蓄
積
な
ど
大
変
厳
し
い
状
況
で
す
。

千
歳
市
で
も
こ
れ
ま
で
の
救
急
当
番
医

体
制
を
平
成
21
年
度
も
継
続
す
る
こ
と

が
困
難
に
な
っ
た
た
め
、
比
較
的
利
用

の
少
な
い
深
夜
０
時
以
降
の
外
来
診
療

を
取
り
や
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

救
急
当
番
医
体
制
を
守
る
た
め
に

は
、
救
急
医
療
に
従
事
す
る
医
師
な

ど
の
負
担
を
和
ら
げ
る
こ
と
や
市
民

の
皆
さ
ん
が
救
急
医
療
の
現
状
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
必
要
で

す
の
で
、
ご
理
解
願
い
ま
す
。

現　在 ４月１日以降

平　日 17 時～翌日９時 17 時～深夜０時

土曜日 12 時～翌日９時 12 時～深夜０時

日・祝日
年末年始

９時～翌日９時 ９時～深夜０時

■救急外来診療の時間 (内科系・外科系 )


